
 

令和 8 年度広島県木造建築セミナー 【 建築士 】  

受講者募集のご案内 

脱炭素社会の実現に向けて，木材利用の一層の促進を図るため，「公共建築物等における木材の利用

の促進に関する法律」が 2021 年 10 月に改正され，利用促進の対象が公共建築物から民間建築物を含め

た建築物一般に拡大されました。 

広島県においても，この改正を踏まえて，2021 年 12 月に「広島県建築物等木材利用促進方針」を改

正し，県が整備する公共建築物は原則木造化・木質化を進めることとしており，建築業界における木材・

木造設計の重要性は高まる一方です。 

このセミナーでは，建築行政・森林林業・木材製造流通・木造建築に関して理解しておくべき事項を

学び、地域の森林資源の有効活用につながる木造設計に関する実践的な知識・技術を習得していただけ

ます。 

木造・木質化に関心を持ち、木材活用に関する積極的な業務提案を目指す、意欲のある参加者をお待

ちしております。 

 

１ 期間・会場・講座内容等   令和 8 年 9 月 11 日（金） ～ 令和 8 年 12 月 9 日（水） 

詳細は別紙日程表をご確認ください 

・ 修了認定には、★印の全講座の履修と、☆印講座の総時間数のうち 2/3 以上の履修が必要です。 

・ ★印の講座は 1 時間以上の遅刻、早退、途中退室は欠席扱いになります。 

・ 受講後習熟度確認を実施します。修了認定のために回答が必要です。 

・ 第 4 回は現地視察のため、施設内をレンタサイクル（自転車）で移動します。自転車に乗りや

すい服装・靴でご参加ください。 

・ 視察および演習等の開催が、悪天候等により実施できない場合の予備日 11 月 26 日を設けてい

ます。上記予定に合わせて、日程確保をお願いします。 

1 日目 ★  9月 11日（金） 
木の建築概論、

木構造計画 

座学会場： 広島県庁本館 6 階講堂 

〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号 

2 日目 ☆ 10 月 2 日（金） 視察 

集合・解散： 広島県自治会館北側予定 

視察会場： 県内木造建築物 

           県内原木集積場・製材工場 

3 日目 ☆ 11 月 5 日（木） 
視察 

実習講座 

座学会場： 東広島市内会議室予定 

視察会場： ㈱スガノ東部プレカット工場 

〒 739-2401 東広島市安芸津町木谷 1218-7 

電話：0846-45-1290 

4 日目 ☆ 11 月 16 日（月） 

木の空間効果効

用、維持保全、

視察 

座学会場：広島県立中央森林公園センター研修室 

〒729-0415広島県三原市本郷町上北方 1315番地 

電話：0848-86-9101 

5 日目 ★ 12 月 9 日（水） 防耐火計画 

座学会場： 広島グリーンアリーナ 中会議室 

〒730-0011  広島市中区基町 4-1 

電話：082-258-3131 



 

 

２ 受講資格    以下のすべての条件を満たす方 

・ 建築物の木造・木質化に関心がある者 

・ 広島県産材の利用を通して県内森林林業・木材産業の振興に積極的に関わる意欲

のある者 

・ 広島県内で活動する一級建築士・二級建築士 

(住所地が県内であることは問いません。初日受付時に所属先名記載のお名刺と一級建築士免

許証・二級建築士免許証のご提示を求めます。） 

 

３ 募集定員    25 名 先着順 

 

４ 申込期間    令和 8 年 7 月 1 日(水) ～ 8 月 31 日(月)  17：00 必着 

・ 受講申込内容が受講資格を満たすことを事務局で確認後、受講の可否を順次メー

ルでお知らせいたします。 

・ 定員に満たない場合は追加募集を行う場合があります。 

・ なお、お申込み後に受講資格を満たしていないことが明らかになった場合は、お申

し込み時にお支払いの参加費から、決済手数料を差し引いた額が返金となります。

(返金手数料は、クレジットカード払いの場合で支払日から 50 日未満は０円、ク

レジットカード払いの場合で支払日から 50 日以上の場合か、コンビニ払いまたは

ATM 払いの場合は、返金手数料 340 円が申請者のご負担となります) 

 

５ 申込方法    以下の URL 又は QR コードの受講申込ウェブページから必要事項を記入してお申込

みください。Peatix の決済サービスにリンクします。 

https://pref-hiroshimamokuzoukenchikuseminarr08.peatix.com  

 

６ 受講料        10,000 円 （消費税込）※食事代及び会場への交通費、駐車場代は参加者負担 

                  

７ 修了認定    ・履修日程を満たした受講者には、一定の技術習得をした者として、広島県が「広島

県木造建築セミナー修了認定」をいたします。 

・修了認定者は、広島県産材を活用した木造建築物および木質化建築物の設計監理に

積極的に取り組む建築士として、県 HP で所属および氏名を公表すると共に、施設

整備の業務発注主体となり得る、広島県内の地方公共団体、民間団体等に情報提供

いたします。 

                  

８ その他      ・当該セミナーは、建築士会 CPD 認定プログラムに申請中です。 

・第 1 日目・第 3 日目の研修は、県内木材製造流通分野の従事者も参加いたします。

県内の木材調達についての情報収集が可能です。 

・荒天や感染症蔓延の影響等によりプログラムの内容を変更する場合があります。 

 



 

 

9  実施体制    主催          広島県 

運営協力       ひろしま木造建築協議会 

後援          一般社団法人広島県木材組合連合会 

広島県森林組合連合会 

公益社団法人広島県建築士会 

一般社団法人広島県建築士事務所協会 

一般社団法人広島県工務店協会 

運営事務局     広島県農林水産局林業課    

〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号 

NPO 法人サウンドウッズ   

〒540-0037 大阪市中央区内平野町 2-1-2-5A  

お問合せ先   令和 8 年度 広島県木造建築セミナー運営事務局   担当：竹川 

TEL（06）6360-4465 （平日 9:00～17:00）   

e-mail  hiroshima@soundwoods.net    

お問合せはメールでお願いします。 

2 営業日以内にご回答いたします。 

回答無き場合はお電話でお確かめください。 

 

 

 

 

 


